
8－5－1 

 

第５章 総合治水対策計画 

 

１ 総合治水対策とは 

  近年、都市化の進展と流域の開発に伴い、治水安全度の低下が著しい都市部の河川については、治

水施設の整備を積極的に進めるとともに、その流域のもつ保水・遊水機能を適正に確保するなどの総

合的な治水対策を推進することにより、水害の防止又は軽減を図ることが必要となってきている。 

  そのため、流域毎に流域内地方公共団体等の合意に基づき、県及び市町村の河川担当部局、都市・

住宅・土地担当部局等の関係部局からなる流域総合治水対策協議会を設置し、当該流域に係る総合治

水対策について協議し、効果的な治水対策計画を策定するものとする。 

 

２ １００mm/h安心プラン 

 (1)定義 

    河川管理者及び下水道管理者による河川と下水道の整備に加え、住民(団体)や民間企業等の参

画のもと、分散型の雨水貯留浸透施設の整備等の流域における流出抑制や、危険情報の周知体制

の構築等により、住宅地や市街地の浸水被害の軽減を図るために実施する取組を定めた計画であ

る。 

 

 (2)対象地域 

    一級河川、二級河川または準用河川の流域内であって、下水道事業の対象とする地域を含むも

のとする。 

 

 (3)計画策定主体 

    対象地域の市町村、河川管理者及び下水道管理者が共同で計画を策定するものとする。なお、

他の関係機関についても追加することができる。 

 

 (4)「１００mm/h安心プラン」の登録等 

   1．計画策定主体は、実施要領に基づき「１００mm/h安心プラン」を策定し、水管理・国土保全局

長へ登録を申請することができる。 

   2．「１００mm/h安心プラン」は、従来の目標とする計画降雨を超える局地的大雨を対象とし、各

関係行政機関、住民（団体）や民間企業等の参画のもと、住宅地や市街地の浸水被害軽減を図

るために集中的な対策を実施するものであり、次に掲げる事項について記載するものとする。 

    ・基本方針 

    ・計画策定のための体制に関する事項 

    ・目標を達成するために実施する内容 

    ・計画期間 

    ・その他必要な事項 

   3．水管理・国土保全局長は、1の申請があった「１００mm/h安心プラン」の必要性、事業の効果、

関係者の役割分担及び実施体制の確保などの実現可能性等を勘案し、登録を認める。 

   4．登録要件の詳細及び計画の策定にあたって必要な手続きについては、別途定めるところによる。 

 

 (5)「１００mm/h安心プラン」の変更 
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    登録を受けた計画策定主体は、当該登録を受けた「１００mm/h安心プラン」の内容について変

更が生じた場合は、別途定める手続きに従い、「１００mm/h安心プラン」の変更を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


